
こども家庭庁任期付職員の採用について 
長官官房参事官（総合政策担当）付 

参事官補佐級職員・係長級職員 

 
１.職務内容 （１）こども・若者と家庭を取り巻く状況に関する統計・データ等を活用

し、こども・若者施策に関する多面的な政策をエビデンスに基づき、

立案、評価、改善していくための企画立案・調査分析等を行う。 

（２）こども家庭庁内の施策部局が所掌している政策のＥＢＰＭにおける

ロジックモデル策定や評価、改善のための調査分析を行う際の伴走支

援等を行う。 

２.求める人材 下記（１）～（４）の要件すべてに適合する者 

（１）こども・若者施策に関して、エビデンスに基づき多面的に政策を立

案、評価、改善していくための企画立案のあり方について、学問上又

は業務上の経験などを通じて、一定の知見を有する者 

（２）こども・若者施策におけるこども・若者と家庭を取り巻く状況に関

する文献調査、ヒアリング調査又はアンケート調査、それらの調査を

用いた統計・データ及び統計的分析手法、政策効果の検証に関する実

験等について専門的知見を有しており、統計学、政治学、経済学、社

会学、行政学、公衆衛生学、心理学、哲学、論理学等のうち一つ又は

複数の分野について科学的な専門的知識を有する者 

（３）施策部局が行うＥＢＰＭ業務等への伴走支援として、こども・若者

施策への関心を持ち、計量分析等に係る知見を有すること。また、業

務遂行に当たって必要な協調性、調整能力及び計画能力があること 

（４）大学、公的機関、研究機関や民間企業等での業務経験が参事官補佐

級については１４年以上ある者（博士号を取得した者は９年以上、修

士号を取得した者は１２年以上）、係長級については７年以上ある者

（博士号を取得した者は２年以上、修士号を取得した者は５年以上） 

３.応募資格 １．大学卒業又は同等以上の学力を有する者 

２．上記「求める人材」に記載された実務経験を有する者 

３．統計分析ソフト（ＳＰＳＳ、Ｓｔａｔａ、Ｒ等）を用いたデータ分析

等の実務経験を有する者 

４．当該採用期間にわたり継続して勤務が可能な者 

なお、次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募できません。 

（１）日本国籍を有しない者 

（２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の

執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまで

の者 

（３）一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日か

ら２年を経過しない者 

（４）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張



する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

（５）平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている

者（心神耗弱を原因とするもの以外） 

４.採用予定人数 若干名 

５.採用予定期間 令和８年４月１日～令和１０年３月３１日まで 

（職務の状況によっては任期の更新等もあり得ます。） 

６.勤務地 こども家庭庁本庁（東京都千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング） 

７.採用形態・給

与等 

（１）採用形態 

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（平成 12年

法律第 125号。以下「任期付職員法」という。）に基づき、常勤の国家

公務員として採用を予定しています。 

（２）採用予定官職 

   内閣府事務官 参事官補佐級 

   内閣府事務官 係長級 

   ※※官職名であり、役職名等は調整中 

（３）給与 

  給与については、任期付職員法又は一般職の職員の給与に関する法律 

（昭和 25年法律第 95号）に基づき、これまでの経歴等を考慮して決定

します。 

８.勤務時間・休

暇等 

（１）勤務時間・休暇等 

・勤務時間：午前９時３０分から午後６時１５分（昼休み１時間を含む。

土、日、休日を除く。） 

・休暇：年次休暇２０日（年の途中で新たに職員となった場合には、そ

の年の在職期間に応じて決定。２０日を限度に翌年に繰越可。）、特別

休暇、病気休暇、介護休暇 

（２）その他 

・ 国家公務員法（昭和 22年法律第 120号）等に基づき、兼業に当たっ

ては制限があります。また、業務上知りえた情報について守秘義務が

課されることとなります。 

９.選考方法 一次選考：書類審査、二次選考：面接 

※書類審査の結果、二次選考（面接）を行うこととなった方のみに二次選

考の日時・場所等を１週間以内にご連絡いたします。 

10．応募要領 （１）応募方法 

下記提出書類を担当あて郵送(応募締切日必着)してください。（応募

書類は返却いたしません。なお、応募書類に記載された個人情報につき

ましては、本採用に関する手続き以外の目的には使用いたしません。責

任を持って破棄いたします。） 

（２）提出書類 

① （様式）履歴書 ※カラー写真貼付、メールアドレス記載 

② 志望理由をまとめたもの（A4横書） 



③ これまでに従事した業務の内容を具体的にまとめたもの（A4横書） 

（注）専門知識、経験に関する資料（博士等の学位取得証明書のコピー

など）、資格に関する証明書類（専門社会調査士や統計検定、ビジ

ネス統計スペシャリスト等の証明書のコピーなど）があれば、写

しをご提出ください。 

（３）提出先 

〒100-6003 東京都千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング 22階 

こども家庭庁長官官房参事官（総合政策担当）付総務調整係 

※封筒に「任期付職員（長官官房参事官（総合政策担当）付）応募」と必

ず記載の上、提出してください。 

（４）応募受付期間 

  令和８年２月１３日（金）必着 

※採用者が決定次第、募集を締め切らせていただきます 。 

11．問い合わせ先 こども家庭庁長官官房参事官（総合政策担当）付総務調整係 

 E-mail： sougouseisaku.soumu-j@cfa.go.jp 

12．備考 １．現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職する必要があ

ります（休職は不可）。兼業を希望する場合は、規定の範囲内で可能

です。（要相談） 

２．柔軟な勤務形態として、テレワークでの勤務やフレックス制度に基づ

く勤務時間の設定等が可能です。（要相談） 

３．採用内定者には、健康診断を受診（自己負担により任意の医療機関で

実施）していただきます。 

４．身分証明証にマイナンバーカードを使用します。お持ちでない方は、

マイナンバーカード取得をお願いいたします。 

 


